
福祉保健課

美郷の子ども会夢応援事業
子ども会活動に係る費用の一部を
助成しています
　町内の子ども会活動の活性化を図るため、子どもたちが
主体となって取り組もうとする事業に対して、費用の一部
を助成しています。希望する方には申込書をお渡しします
ので、町福祉保健課までご連絡ください。
助成金額◆対象経費の2分の1の額（千円未満切り捨て）
　　　　　※上限額3万円

あきた子育てふれあいカードをご利用ください
　あきた子育てふれあいカードとは、県・市町村・企業が協働して子育て家庭
を応援する取り組みの一つで、県内の約1,950店舗が協賛しています。協賛
店でカードを提示すると、お店独自のサービスを受けられます。利用できる
協賛店にはステッカーが貼ってありますので、目印にしてください。
※全国共通で使うことができるカードを希望する方は、町福祉保健課で発
　行していますのでご利用ください。
■詳しくは、あきたの結婚・子育て応援情報Webサイト「いっしょにねっと。」
　をご覧ください。 

助成条件◆次の条件すべてに該当すること
　①子どもたちが中心となって企画・立案したもので、ユニ
　　ークで夢のある事業であること
②地域の人たちや指導者（親の会等）の協力が得られること
　③一つの子ども会の計画または近隣の子ども会と合同
　　の計画であること
　④飲食代を経費に含まないこと
　⑤子ども会の預貯金や積立金などが事業の支出を上回
　　らないこと

あきた子育てふれあいカード 検　索

等　級 支　給　額

　特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある
20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わってそ
の児童を養育している方に支給します。

■手当を受ける資格がなくなる主な場合
・対象児童が施設に入所することになったとき
・対象児童の障がいが政令で定める程度でなくなったとき
・対象児童が障がいを事由として公的年金を受給すること
　になったとき
・受給者が対象児童を監護または養育しなくなったとき
・対象児童や受給者が死亡したとき
・対象児童や受給者が日本国外に住所を移したとき

特別児童扶養手当制度について

１級 月額 53,700円
２級 月額 35,760円

支給内容 支給額（児童１人の場合）

児童扶養手当制度について
　児童扶養手当は、離婚や死亡などによるひとり親家庭や、
病気・けがのため身体や精神に障がいのある父親または母
親をもつ家庭で、18歳になってから最初の3月31日まで
（身体や精神に障がいのある児童の場合は20歳未満）の児
童を養育している方に支給します。

■手当を受ける資格がなくなる主な場合
・婚姻したとき、または事実上の婚姻状態（内縁・同居・生計
　同一）となったとき
・対象児童を養育しなくなったとき
・対象児童が施設に入所することになったとき
※上記に該当する場合や転出する場合には、速やかに下記
　まで届け出をしてください。資格が喪失した後も引き続
　き手当を受給していた場合は、受給資格が無くなった月
　の翌月からの分を全額返還していただくことになります。
※公的年金を受給することになった場合も、速やかに下
　記まで届け出をしてください。資格喪失には該当しま
　せんが、手当額を返還していただく場合があります。
※偽りその他不正な手段により手当を受けた場合、３年以
　下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

全部支給 月額 44,140円
一部支給 月額 10,410円～44,130円

※事実上の婚姻状態にある場合には支給しません。

■支給額（令和5年4月より）

httpｓ://common3.pref.akita.lg.jp/kosodate/

町福祉保健課　福祉班　☎0187（84）4907申・問

■支給額（令和5年4月より）
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美郷町地域包括支援センター（町福祉保健課内）　☎0187（84）4907問

福祉保健課

日本赤十字活動資金へのご協力ありがとうございました
　活動資金にご協力をいただき、あり
がとうございました。次のとおり実績を
報告します。

　ご協力いただいた活動資金は、日本赤十字社秋田県支部に送金しています。
今後とも日本赤十字社の活動にご理解とご協力をお願いします。

令和4年度の活動資金額

合計活動資金額　４，６02，91０円
【内　訳】・会費　４，594，610円
　　　　・寄付金  　 8，300円
【会員数】 ４，674名

《 活動資金の使い道 》
・戦争や災害で苦しむ人々に
・青少年赤十字の普及と育成に
・人々の生命と安全のために
・援護活動を行う看護師養成に

・地域や高齢者福祉のために
・赤十字の医療事業の推進に
・赤十字ボランティア活動に
・輸血用血液の安全と安全供給に

町福祉保健課　福祉班　☎0187（84）4907問

町商工観光交流課　観光班　☎0187（84）4909問

　町では「清水周辺環境保全活動モデル事業」により、地域
で清水の環境を保全していただける団体を募集します。地
域の清水を地域の皆さんできれいにしませんか。
事業対象◆おおむね５世帯以上で構成される行政区・町内
　　　　　会等の団体
活動内容◆清掃等の日常管理を実施し、良好な清水周辺
　　　　　環境の保全に努めていただきます。　
　　　　　※月２回以上の環境保全活動（冬期間を除く）
補助金額◆①と②を合計した額（上限額10万円）
　　　　　①均等割／1地区（団体）当たり1万円
　　　　　②実績割／活動を行う清水の規模に応じた額
　　　　　　規模がおおむね100㎡以下：月額3,000円
　　　　　　規模がおおむね100㎡以上：月額6,000円

町の宝「清水」をみんなで守りましょう
地域の清水を清掃管理していただける団体を募集します

星山清水、おんこ清水、清水端の清水、
犬っこ清水、古屋敷清水、野際清水、大清水、
弥之助清水、黄金清水

千畑
地区

清水川、伊豆神社の清水仙南
地区

宝門清水、ハタチや清水、久米清水、御台所清水、
山田家清水、キャペコ清水・最上家清水、諏訪清水、
藤清水、ニテコ清水・くるみ清水、米清水・柳清水、
台蓮寺清水、浄海清水、紙漉座清水、
大工清水・馬洗い清水、沼清水・神清水、座頭清水、
笑顔清水、鷹匠清水・太桂寺瓢清水、機織清水、
長栄堂清水、岡田家東の清水・岡田家北の清水

六郷
地区

■対象となる清水

す

商工観光交流課

知っ得！あんしん！！「認知症予防」⑪
　今回は「食事」についてのお話です。春が旬の食べ物に、タケノコと春
キャベツがあります。どちらも認知症予防に効果があるとされる食材
で、「タケノコ」はチロシンが神経や脳の働きをサポートし、「春キャベ
ツ」はビタミンＣが豊富で老化予防の効果があります。今回は、タケノコ
と春キャベツを使ったレシピを紹介します。

　包丁を使って食材を切る、焦げないように炒めるといった作業は、脳に
多くの刺激を伝え、認知症予防につながります。また、旬の食べ物は栄養
価が高く、とてもおいしいです。ぜひ作って食べてみてください。

・タケノコ…100ｇ
・春キャベツ…100ｇ
　（葉2～3枚）

・ベーコン…４枚
・バター…10ｇ
・醤油…小さじ1

①材料を食べやすい大きさに切る。
②バター・ベーコンを炒め、火が通ったらタケノコ・
　春キャベツを加える。
③5分程炒め、全体に火が通ったら醤油を加える。
④全体にからませたらできあがり。

材　料
（2人分）

作り方

タケノコと春キャベツのベーコン炒め
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